（様式第１号）
ドローン等の飛行に係る届出書
令和　　　　年　　　　月　　　　日　

１　届出者（施設利用申込書記載の申請者の事項を記入する）

　　　　　　氏　名　　　

　　　　　　住　所

　　　　　　電　話

　　　　　　携　帯

　　私は、市内公共施設等においてドローンを飛行するにあたり、航空法、養父市都市公園条例等関係法令、市内公共施設等におけるドローン使用に関するガイドラインの内容を遵守して安全に飛行させることを届けます。
　　なお、当該飛行を原因として施設内で事故、重大インシデント等が発生した場合は、届出者が一切の責任を負うことを承諾します。

２　飛行の内容
　(１)　飛行の目的

　(２)　飛行の日時　　令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　時　　　分　～　　　時　　　分

　(３)　使用する屋内屋外施設（☑　複数選択可）
□都市公園施設
□総合体育館　　□多目的グラウンド
　　　　□全天候運動場
□全天候運動場　　□芝生広場
　　　　□小佐コミュニティスポーツセンター
　　　　　□体育館　　□グラウンド
　　　　□養父体育館
　　　　□はさまじ里山の森公園
□おおやＢ＆Ｇ海洋センター・おおやスポーツセンター
□体育館　　□球場
　　　　□関宮農林漁業者等健康増進施設
□関宮コミュニティスポーツセンター
　　　　□関宮農村広場	

　(４)　使用を希望する備品（屋内施設利用に限る）
　　　　□トイドローン（Tello）	（　　　　　台）
　　　　□レーシングゲート	（　　　　　個）
　　　　□ランディングマット	（　　　　　枚）
　　　　□ポケットWi-Fi		（　　　　　台）　　
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　ドローンの機体に関する確認事項（　☑　　）
□使用する機体は、航空法等に定められた基準を遵守している。
□（使用する機体が100ｇ以上の場合）使用時までに国土交通省への機体の登録が完了している。

４　操縦者の技能等に関する確認事項（　☑　　）
　　(１)　100ｇ未満の機体を使用する場合
　　　□安全に配慮した飛行ができる。

　　(２)　100ｇ以上の機体を使用する場合
□国土交通省航空局が定める「無人航空機操縦者技能証明」を受けている。
　　　□ドローン講習会など操作経験が浅い者が操作する場合、上記「無人航空機操縦者技能証明」を受けている操作指導者の指示等によって対応できる。

５　安全対策に関する確認事項（　☑　　）
　　　□操縦者が体調不良、アルコールを摂取しているなど正常な状態ではない場合は、ドローンを操縦
しない。

６　必要な書類を添付（　☑　　）
□賠償責任保険等の保険証書の写し（必要に応じて）
　　　□技能証明等の写し（必要に応じて）
□国土交通大臣の許可・承認書（必要に応じて）
　　承認が必要な飛行種類（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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